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(1)割引対象者

長野県、新潟県、富山県、山梨県、静岡県 にお住まいの方

(2) 割引適用期間
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ⱧỘ (2/2)

(3)割 引 額

(4) 割引方法 本事業に参画している県内の宿泊事業者、旅行会社等で割引

宿泊割の適用は一度の宿泊旅行あたり２泊まで

観光クーポン利用期間：宿泊割…チェックイン日～チェックアウト日

ワクチン接種歴や陰性の検査結果の確認(ワクチン・検査パッケージ)を実施

(5) 販売上限 １施設あたり1,800人泊

(すでに1,200 完売している施設にあっては、+ 600 人泊分販売可能）

旅行代金（税込） 5,000 ～10,000円未満 10,000 円以上

割引金額 2,500 円＋観光クーポン2,000円 5,000 円＋観光クーポン2,000円
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〇 新潟県民・富山県民・山梨県民・静岡県民は 令和３年12月10日(金) から適用

〇 長野県民は 令和４年１月11日(火) から適用

ワクチン・検査パッケージの適用について

〇 上記太枠の期間内では、割引適用時にワクチン・検査パッケージの活用が必須となります。
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★ 販売時（予約受付時）には、以下の点について旅行者に周知・説明をしてください

販売時における注意事項（詳細は「ＶＴＰ運用マニュアル」Ｐ１参照）

「信州割SPECIAL」の割引適用には、以下のいずれかに該当することが条件であること

① ワクチンを接種済であること （2回接種し、かつ、2回目接種から14日以上経っていること）

② 宿泊開始日において有効な検査(※1)結果が陰性であること

※ 条件を満たさない場合は、割引が適用されないことを説明してください。

※１ PCR検査

抗原定量検査

抗原定性検査

予防接種済証等 又は 検査結果通知書 を提示する際は、割引を適用する全員分の提示が必要であること。

※予防接種済証等を撮影した画像や写し等の提示も可能。

ワクチン接種済み・陰性結果であったとしても、基本的な感染対策を怠らず、旅行開始日の２週間前から

感染リスクを避けて生活すること。
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★ 宿泊開始日（チェックイン日）には、以下の点について注意が必要です

宿泊開始日当日における注意事項（詳細は「ＶＴＰ運用マニュアル」Ｐ２参照）

チェックイン時には、本人確認と併せて「予防接種済証等」又は「検査結果通知書」の確認を実施。

※予防接種済証等を撮影した画像や写し等の提示も可能

確認書類の持参忘れにより必要書類を確認できない場合、後日の提出は認められません 。

【「予防接種済証等」の確認における注意事項 】

・本人であること（身分証明書等により確認）

・2回目の接種年月日（2回目の接種日から14日以上経過していることを確認）

・（予防接種済証及び接種記録書の場合のみ）ワクチンのシール （２回分のシールの貼付を確認）

【「検査結果通知書」の確認における注意事項 】

・本人であること（身分証明書等により確認） ・検査結果（陰性であることを確認）

・有効期限(※2) （宿泊開始日において有効期限を過ぎていないことを確認。）

・検査方法（PCR検査、抗原定量検査、抗原定性検査のいずれかであることを確認
(※2)

PCR検査等は採取日+3日

抗原定性検査は検査日+1日
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★ 旅行者がＶＴＰの条件を満たさない場合は、以下のような対応を実施

条件を満たさない場合の運用（詳細は「ＶＴＰ運用マニュアル」Ｐ３参照）

ケース１：検査結果が陽性の場合

・医療機関 又は 受診・相談センターを紹介するなどして、受診につながるよう必ず促す。

・陽性者の同居人である等、濃厚接触者と考えられる者に対しては、保健所に相談する等の対応を促す。

ケース２：上記以外の場合 （例…確認書類を持参しなかった場合、有効な期間外の検査結果の場合 等）

・宿泊業者が抗原定性検査を実施している場合 又は 抗原定性検査を提供する場所が近隣に存在する場合、

それらの案内を行う（検査キットは、薬事承認されたものを使用すること）。

➔ 抗原定性検査の実施が困難な場合は、割引対象とすることはできません。

※ 複数人の宿泊者のグループの一部が条件を満たさない場合、条件を満たしている同行者は割引の対象です。

（全員がまとめて割引対象外とならないようにご注意ください。）
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その他の留意事項（詳細は「ＶＴＰ運用マニュアル」Ｐ４参照）

・「信州割SPECIAL」を適用した宿泊プラン造成時は、 そのプランがワクチン・検査パッケージの活用が

必須条件であることを利用者にわかりやすく表記すること。

・条件を満たさない場合は割引の対象とならない旨も併せて記載すること。

・学校等の活動に係るツアーや宿泊サービスについては、ワクチン・ 検査パッケージは活用しません。

・12歳未満の児童の取り扱いについて

➔ 同居する親等の監護者が同伴する場合、検査不要。

➔ただし、長野県内が自粛要請の対象（まん延防止

重点措置地域に係る県またぎ移動など）の場合は、

６歳以上12歳未満の児童は検査が必要。

※感染警戒レベル3以上では、信州割SPECIAL事業そのものが停止となります
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＜問い合わせ先＞

「信州版 新たな旅のすゝめ」宿泊割事務局

受 付 時 間 平日 １０:００～１７:００

事務局所在地 〒３８０－００３８ 長野県長野市東和田８５７-１
信州名鉄長野ビル３階

ＴＥＬ ０２６－２６３－７３２２（事業者専用）

ＦＡＸ ０２６－２６３－００７６

Ｅ－ｍａｉｌ tabi -susume@media -ps.co.jp

ホームページ https:// tabi -susume.com/

file://///svka52/観光誘客課/★★★コロナウイルス対応/★信州の宿　県民応援前売割事業/tabi-susume@media-ps.co.jp
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よくあるお問い合わせ（1/2）

質問１：対象県民の拡大に伴い施設あたりの販売上限数は追加されるのか？

回 答：宿泊事業者１施設当たりの上限人泊数が、1200 ⇒ 1800となります。追加の観光クーポンが必要な

施設はクーポン追加申請フォームからお手続きください。（1200に達している事業者については、事

務局から追加の観光クーポンを送付しているため、重複申請とならないよう注意）

質問２：隣接県民による12/10前にされた予約も割引対象か？（例：予約日12/1 宿泊予定日1/12）

回 答：令和４年12月10日（金）以降の予約分に限ります。

質問３：グループ内に割引対象外の者が含まれる場合、グループ全体が割引対象外となるのか？

回 答：割引対象外となる者が含まれていても、ワクチン・検査パッケージの確認ができる旅行者に対しては、

割引を実施するようにしてください。（グループ全体が割引対象外となるわけではありません）

質問４：観光クーポンはデザインが変わるのか。また、使えるお店は県外に広がるのか

回 答：デザインの変更はありません。また、クーポン利用店は、県内の対象店舗等に限ります。
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よくあるお問い合わせ（2/2）

質問５：ワクチンを受けられない12歳未満の子どもにもVTPは適用されるのか？

回 答：県内外かかわらず、同居する親等の監護者が同伴する場合、検査不要です。長野県内が自粛要請の

対象（まん延防止重点措置地域に係る県またぎ移動など）の場合、６歳以上12歳未満の児童は検査必要。

質問７：ＶＴＰ適用時においてお客様が提示する「ワクチン接種証明等」は原本である必要があるか？

回 答：原本の必要はありません。コピーや画像でも内容が確認できれば可能です。（写しの提出不要）

質問８：ワクチン接種証明等の確認は、宿泊代表者のみ行えばよいか？

回 答：割引を適用する全員分の確認が必要。（後日の提示は認められません）

質問６：ＶＴＰ適用（ワクチン接種証明等の確認）はいつから行えばよいのか？

回 答：隣接県民は12/10から、長野県民は1/11からの宿泊分が対象。 開始日の違いにご注意ください。
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